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11月 20日（日）分科会 13：00～15：30（12時 30分受付開始） 

会場：エル・おおさか 本館 5・6・7階  事務局 本館 5階 501号室 

 

見学分科会 

見学分科会1 

(講師急逝によ
り中止します） 

 
空襲被害と、スト発
祥の「天満」を辿る 

大阪天満宮周辺は空襲を免れた町と、被災した町が
混在しており、かつて女子工員たちが闘った、スト
ライキ発祥の元紡績工場が現存しています。歴史に
名を留める緒方洪庵や大塩平八郎らも含め、過去か
ら今に繋がる「天満」を歩いて案内します。 

見学分科会2 
｢天満天神繁昌亭」で
上方芸能鑑賞 

｢奇跡の寄席をご堪能ください｣が天満天神繁昌亭
の売り文句です。戦災で焼失した大阪の定席が16年
前にこの地で再び誕生しました。若手の初々しさか
ら始まり、ベテランへの話芸へと聴く人を魅了しま
す。大阪の言葉の機微もご堪能ください。 

 

本館５階 （事務局・第４分科会） 

 

 

会場 タイトル 講師・助言者 

本館 7階：709 第１分科会 

自分らしく生きるための 
ジェンダー教育 

 
元京都教育大学教授 
関口久志さん 

本館 6階：606 第２分科会 

自立して生きたい 
どんな働き方でも女性が自立できる 

  賃金、税と社会保障のあり方 

 
大阪社保障推進協議会事務局長
／一般社団法人シンママ大阪応
援団 代表理事：寺内順子さん 

本館 7階：708 第３分科会 

女性の権利を国際基準に 
～我慢しないで生き生きと 

   働き続けるために～ 

 
前全労連副議長・女性部部長 
長尾ゆりさん 

本館 5階 

研修室 2 

第４分科会 

食と農と資本主義 

 
京都橘大学 経済学部准教授 
平賀 緑さん 

５０１ 
事務局 

研修室２ 
第４分科会 

エレベータ 

女性トイレ 

男性トイレ 
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　予定していた見学分科会１ですが、西俣稔さんが急逝されました。よって見学分科会は中止となります。
ご冥福をお祈りいたします。
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ば、消費税制による極度の生活不安と中小業者の淘汰を招きます。中小業者を苦しめるインボイス制

度の実施中止に加え、消費税減税に力を合わせることが大事になっています。 

さらに、家族従業者への差別の問題として、所得税法第 56 条があります。56 条は、個人事業者に限

って家族の働き分を経費として認めない時代遅れの悪法であり、日本国憲法第 14 条「法の下の平等」

や第 24 条「家族生活における両性の平等」に反する、憲法違反の税法です。ともに働いて得た収入を

労働に応じて受け取ることは、当たり前の権利だと考えます。働き分が認められないことによる不利益

は、産前・産後、育児のための休業・所得が補償されないことにもつながっています。 

自家労賃が認められていないのは、先進国ではまれな例であり、日本の経済社会の民主化の遅れの

象徴です。フリーランスで働く女性や、正規・非正規など働き方の違いで不利益を被る女性がいま

す。低すぎる基礎控除・配偶者控除の問題など、女性の権利・人権を保障させる立場から、税制のゆ

がみを大きくとらえた、広範な女性の共同が必要になっています。 

農業ではたらく女性 

コロナ禍による生産や物流の遅れ、ロシア・ウクライナ問題、世界的な人口増加など、様々な影響で

原材料や原油、梱包資材などが高騰し、国連は世界が戦後最大の食料危機に見舞われていると発表して

います。FAOの報告では、世界人口 79億人のうち 30％が飢餓と食料不足にあえいでいます。今年 5月

国連は、生命が緊急の危機にさらされている「急性飢餓」人口が 3億 2300万人に増えると警告してい

ます。世界で食料の争奪戦が始まっている中、38％と低い日本の食料自給率の向上は待ったなしです。 

国内では 2022年８月までに２万品目を超える食品が値上がりしています。さらに異常な円安によっ

て輸入品を原料とする加工品は、今後も値上がりが続くおそれがあります。一方で、国内農産物は米や

畜産物のなどは農家の手取り価格は大幅に下がるか、横ばいとなっており、このままでは、生産崩壊に

つながりかねない状況です。 

いまこそ国内の食料増産に舵をきる農政が求められています。特に自給率が低い、小麦（15％）、飼

料※エサ（12％）、大豆（6％）を増産することが求められています。しかし政府がやっていることはま

ったく真逆です。今年４月からは水田への転作補助金（水田活用交付金）の打ち切りが始まりました。

これは、①５年間、１度も米作りが行われなかった農地は交付対象からはずす、②飼料用米をこれ以上

つくるな、③牧草の補助金を３分の 1にカットするというもので、せっかくいま全国で行われている米

から小麦・飼料・大豆などに転作し、農地を守ろうという取り組みにもブレーキをかけてしまいます。

飼料高騰によって、大規模な畜産業者ですら廃業に追い込まれているのに、飼料用米や牧草生産を切り

捨てるという政策でもあります。 

物価高騰、不安定な雇用によって、食べたくても食べられない人々が増えています。公的な食料支援

の制度がない日本と違い、欧米では、政府が余剰農産物を買い上げ、フードバンクに提供していますア

メリカの食料支援は 739万㌧なのに対し、日本では企業などの食品寄付で 0.3万㌧にしかすぎません。

日本でも食料支援制度を確立させる運動を強めていく必要があります。 

いま、日本の女性の就農人口は、1999年から 2019年の 20年間で、108万人から 56万人まで減少し

ています。基幹的農業従事者に占める女性の割合が 40％に減少しています。政府は、就農者数の減少

要因として、農業以外の産業において女性が活躍する場が増えたこと、高齢によるリタイアをあげてい

ます。しかし、農業を基幹産業と位置づけ、農産物の価格保障と所得補償が行われていれば、農業での

後継者も生まれてきます。地域の産業と経済の活性化のためにも、家族農業が持続的に続けていける施

策が早急に必要です。 
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